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自信

始期　　４月１日　　　　　終期　　翌年３月31日

40名

80名

80名

160名

２

４

前期　　４月１日から９月30日まで

後期　　10月１日から３月31日まで



始期　　４月１日　　　　　終期　　翌年３月31日

40名

80名

80名

160名

２

４

前期　　４月１日から９月30日まで

後期　　10月１日から３月31日まで
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第９条　本校の入学期を４月１日とする。

第10条　本校の入学資格者は，学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条に規定する次の各号に該当す

　る者とする。

４

７

 8名

14名

22名

土曜日，日曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

夏季休業日　７月中旬から８月中旬まで

冬季休業日　12月下旬から１月上旬

春季休業日　３月上旬から４月上旬

開校記念日　９月25日

　前項各号のほか，校長において必要と認めたときは臨時休業を行い，又は，休業日においても授業

を行うことがある。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹
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二枚を提出するものとする。また，入学願書に記載された姓と，

添付証明書などの姓が異なる場合は，戸籍抄本を提出するものとする。

面接等による。

第15条　本校の授業課目及び授業時数は，別表１（理容科１－１，美容科１－２）のとおりとする。

２　入学を許可された者は，本校所定の誓約書を提出するものとする。

３か月

第14条　学生が疾病その他やむを得ない理由によって休学しようとする場合，保証人連署の上，診断書

　その他理由を明らかにする書類を添え校長の承認を得なければならない。

２　前項の規定により休学中の者が復学しようとするときは，その事由を明らかにした復学書を提出し

　て，校長の承認を得なければならない。

２　必修課目については，同時授業をおこなうことがある。

（授業課目及び授業時数，同時授業）

授業課目，授業時数，同時授業，学習の評価及び卒業
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第17条　学期及び学年終了の認定は，平素の学業並びに学期末（前期・後期）の試験を考査して行う。

試験は各課目を100点満点とし，得点60点以上を及第とする。ただし，卒業認定試験の評価について

は国家試験に準ずる。

（卒　業）

第18条　卒業は本校所定の全課程を修了し，前条の成績評定並びに出席状態，素行等を総合評価して認

定する。

２　前項の認定を経た者には，卒業証書（理容科：様式第１号，美容科：様式第２号）を授与する。

３　専門課程の修了者については，「専門士」の称号（理容科：様式第３号，美容科：様式第４号）を

授与する。

４　本校所定の授業時間数に満たない者は，補講により補足すること。補足しないときは卒業を認めな

い。

　　ただし，特に考慮の必要があると認められる者に限り，校長が卒業を認めることがある。

　　　　入学金は，合格通知が届いたときから指示する期日までに納入する。

⑴

⑵

⑶

⑷
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本分

　　　正当な理由なく１か月以上欠席した者。

成績不良であり，改善の意欲が認められない者。

本校学生の本分に反する行為のあった者。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

2 か月

　第 9章　　付　帯　事　業

（付帯事業）

課程名 学科名 コース名 修業年限 入学定員 総定員 学級数

通信課程 理容科
通常コース ３年

40名 120名 3
修得者コース ２年

通信課程 美容科
通常コース ３年

80名 240名 6
修得者コース ２年

第25条　本校の各通信課程各学科各通常コースの付帯事業は，次のとおりとする。

2　前項の付帯事業の教科課目及び面接指導時間数は，別表 3（理容科通常コース 3－ 1，美容科通常

コース 3－ 2）のとおりとする。

（受験料，入学金，授業料）

3　第１項の付帯事業に係る授業料等必要な事項は，別表４のとおりとする。

（学年，学期）

4　通常コースの学年は，10月１日から翌年の 9月30日までとする。
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（入　学）

₅　通常コースの入学期は，10月1日とする。

（入学資格）

₆　本校の入学資格は，次のとおりとする。

　⑴�　学校教育法第90条に規定する者（これらの者と同等以上の学力があると認められる者を含む），

または学校教育法第57条に規定する者（これらの者と同等以上の学力があると認められる者を含

む）にあって，入学試験に合格した者。

　⑵　既に理美容所に入所している者。

（入学手続）

₇　入学を希望する者は，本校所定の入学願書に前項に該当するものであることを証する証明書，3か

月以内に撮影した名刺型写真二枚を提出するものとする。また，入学願書に記載された姓と，添付証

明書などの姓が異なる場合は，戸籍抄本を提出するものとする。

（中学校卒業者等の入学試験および講習）

₈　中学校卒業者等の入学は当分の間これを認める。

9　中学校卒業者等の入学試験は，学力等を考慮し実施する。

10　中学校卒業者等に対して規定の面接授業とは別に学力等を考慮し，必要と認める者に追加講習（理

容科通常コース：別表3－1，美容科通常コース：別表3－2）を実施することがある。

（面接授業の実施場所及び実施時期，同時授業）

11　通常コースの面接指導は，本館及び南館にて行う。

12　通常コースの面接指導は，通年を通して計画的に実施する。

13　通常コースの必修課目については，同時授業をおこなうことがある。

（通常コース授業の添削指導）

14　通常コース授業及び添削指導に係わる事務の一部を公益社団法人日本理容美容教育センターに委託

する。

　　（業務委託の内容：教材の配本及び添削指導の一部）

15　理容師養成施設卒業者が美容科通信課程に，美容師養成施設卒業者が理容科通信課程に再入学す

る場合には，公共社団法人日本理容美容教育センター通知（平成26年12月18日付　日理美教第

26-230号）に基づき履修課目及び報告課題の一部を免除することができる。

（単位の修得及び卒業の認定）

16　公益社団法人日本理容美容教育センターの単位修得証明書の交付を受けた者に対し面接指導の単

位数及び試験成績によって総合判定の上，卒業証書（様式第5号）を授与する。なお，通信課程の

場合は，卒業証書の裏面に当該本人の学籍番号を記入する。

（転入学）

17　転入学は，厚生労働大臣の指定を受けた他の理容師・美容師養成施設相互間において，校長が適当

と認めた者とする。
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第26条　本校の各通信課程各学科各修得者コースの付帯事業は，次のとおりとする。

2 �　前項の付帯事業の教科課目及び面接指導時間数は，別表 3（理容科修得者コース 3－ 3，美容科修

得者コース 3－ 4）のとおりとする。

（受験料，入学金，授業料）

3　第１項の付帯事業に係る授業料等必要な事項は，別表 5のとおりとする。

（学年，学期）

4　修得者コースの学年は，10月 1 日から翌年の 9月30日までとする。

（入　学）

5　修得者コースの入学期は，10月 1 日とする。

（入学資格）

6 �　本校の入学資格は，理容科修得者コースは美容師の資格（免許）を，美容科修得者コースは理容師

の資格（免許）を有する者とする。

（入学手続）

₇　入学を希望する者は，本校所定の入学願書に前項に該当するものであることを証する証明書，3か

月以内に撮影した名刺型写真二枚を提出するものとする。また，入学願書に記載された姓と，添付証

明書などの姓が異なる場合は，戸籍抄本を提出するものとする。

（面接授業の実施場所及び実施時期）

8　修得者コースの面接指導は，本館及び南館にて行う。

9　修得者コースの面接指導は，通年を通して計画的に実施する。

（修得者コース授業の添削指導）

10�　修得者コース授業及び添削指導に係わる事務の一部を公益社団法人日本理容美容教育センターに委

託する。

（単位の修得及び卒業の認定）

11�　公益社団法人日本理容美容教育センターの単位修得証明書の交付を受けた者に対し面接指導の単位

数及び試験成績によって総合判定の上，卒業証書（様式第 6号）を授与する。なお，修得者コースの

場合は，卒業証書の裏面に当該本人の学籍番号を記入する。

（転入学）

12�　転入学は，厚生労働大臣の指定を受けた他の理容師・美容師養成施設相互間において，校長が適当

と認めた者とする。
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　第10章　　学生に関する規定

（施行規則）

第27条　本校の学則の施行に関し必要な事項は，校長が別に定める。

第�28条　本校の学生は，常に誠実勤勉の精神を忘れず，品性を磨き学業の進歩をはかり規律ある自治的

校風を旨として充実発展に努力しなければならない。

（学生の心得）

第29条　前条の規定に基づく学生の心得は，別に定める。

　第11章　　健康に関する規定

（健康診断）

第30条　健康診断は，毎年 4月に実施する。

　第12章　　学校評価

（学校評価）

第31条　本校は，その教育の一層の充実を図り，本校の目的及び社会的使命を達成するため，本校の教

育活動その他の学校運営の状況について，自ら点検及び評価（以下「自己評価」という。）を行いそ

の結果を公表するものとする。

２　本校は，自己評価結果を踏まえ，本校の関係者等による評価（以下「学校関係者評価」という。）

を行い，その結果を教育活動等に活用するとともに公表するものとする。

３　前２項に定める自己評価及び学校関係者評価の実施並びに結果の公表について必要な事項は，別に

定める。

付　　則

　この学則は，平成25年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成26年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成27年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成28年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成29年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成30年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，平成31年 4 月 1 日から施行する。

　この学則は，令和 2年 4月 1日から施行する。

　この学則は，令和 3年 4月 1日から施行する。

　この学則は，令和 4年 4月 1日から施行する。

　この学則は，令和 5年 4月 1日から施行する。

　この学則は，令和 6年 4月 1日から施行する。
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別　表　 1－ 1

専門課程理容科　授業時間数

課　目 授 業 課 目
第 1 学年 第 2 学年

総時間数
時間数 時間数

必 

修 

課 

目

関 係 法 規 ・ 制 度 30 0 30

衛 生 管 理 90 0 90

保 健 90 0 90

香 粧 品 化 学 60 0 60

文 化 論 60 0 60

理 容 技 術 理 論 150 0 150

運 営 管 理 30 0 30

理 容 実 習 510 ～ 660 390 ～ 540 900 ～ 1,200

小　計 1,020 ～ 1,170 390 ～ 540 1,410～1,710

選 
択 
課 

目

一 

般 

教 
養 
課 
目

ヘ ア デ ッ サ ン 美 術 0 30 30

接遇・コミュニケーション 0 30 30

サ ロ ン 英 会 話 0 30 30

パ ー ソ ナ ル カ ラ ー 0 30 30

専 

門 

教 

育 

課 

目

課 題 演 習 30 210 240

理 容 総 合 0 60 60

シ ェ ー ビ ン グ 0 90 90

シャンプー＆マッサージ 0 90 90

小　計 30 570 600

合　計 1,050 ～ 1,200 960 ～ 1,110 2,010～2,310

　※　状況により開講される講座及び時間数が変わることがあります。
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別　表　1－ 2

専門課程美容科　授業時間数

課　目 授 業 課 目
第 1 学年 第 2 学年

総時間数
時間数 時間数

必 

修 

課 

目

関 係 法 規 ・ 制 度 30 0 30

衛 生 管 理 90 0 90

保 健 90 0 90

香 粧 品 化 学 60 0 60

文 化 論 60 0 60

美 容 技 術 理 論 150 0 150

運 営 管 理 30 0 30

美 容 実 習 330 ～ 480 570 ～ 720 900 ～ 1,200

小　計 840 ～ 990 570 ～ 720 1,410～1,710

選 
択 
課 

目

一 

般 

教 
養 
課 
目

ヘ ア デ ッ サ ン 美 術 0 30 30

接遇・コミュニケーション 0 30 30

サ ロ ン 英 会 話 0 30 30

パ ー ソ ナ ル カ ラ ー 0 30 30

専 

門 

教 

育 

課 

目

課 題 演 習 30 210 240

ヘ ア カ ラ ー 60 0 60

トータルビューティー 60 60 120

ベ ー シ ッ ク カ ッ ト 60 0 60

小　計 210 390 600

合　計 1,050 ～ 1,200 960 ～ 1,110 2,010～2,310

　※　状況により開講される講座及び時間数が変わることがあります。
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別　表　 2

専門課程の受験料，入学金，授業料，その他納付金

１学年

専　門　課　程

受　　験　　料 15,000 円

入　　学　　金 １回　　80,000 円

設　　備　　費 １回　　250,000 円

授　　業　　料 520,000 円

　※　上記の他，教材費，諸費用などの納付金があります。

２学年
専　門　課　程

授　　業　　料 520,000 円

　※　上記の他，教材費，諸費用などの納付金があります。
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別　表　3－ 1

通信課程理容科通常コース　授業時間数

面接授業課目 1 年 次 2 年 次 3 年 次 総時間数

必
修
課
目

関 係 法 規 ・ 制 度 4 4 2 10

衛 生 管 理 0 14 16 30

保 健 2 14 9 25

香 粧 品 化 学 4 16 10 30

文 化 論 0 10 0 10

理 容 技 術 理 論 10 0 0 10

運 営 管 理 0 5 0 5

理 容 実 習 15 42 133 190

選 択
課 目 課 題 演 習 0 0 5 5

合　　　　計 35 105 175 315

　　　　  中学校卒業者等の追加講習課目

講　習　課　目 時 間 数

現 代 社 会 35

化 学 35

保 健 35

合　　　　　計 105
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別　表　3－ 2

通信課程美容科通常コース　授業時間数

面接授業課目 1 年 次 2 年 次 3 年 次 総時間数

必
修
課
目

関 係 法 規 ・ 制 度 4 4 2 10

衛 生 管 理 0 14 16 30

保 健 2 14 9 25

香 粧 品 化 学 4 16 10 30

文 化 論 2 6 2 10

美 容 技 術 理 論 8 2 0 10

運 営 管 理 0 4 1 5

美 容 実 習 15 45 130 190

選 択
課 目 課 題 演 習 0 0 5 5

合　　　　計 35 105 175 315

　　　　  中学校卒業者等の追加講習課目

講　習　課　目 時 間 数

現 代 社 会 35

化 学 35

保 健 35

合　　　　　計 105
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別　表　3 － 3

通信課程理容科修得者コース　授業時間数

面接授業課目 1 年 次 2 年 次 総時間数

理 容 技 術 理 論 10 0 10

理 容 実 習 60 170 230

課 題 演 習 0 5 5

合　　　計 70 175 245

別　表　3 － 4

通信課程美容科修得者コース　授業時間数

面接授業課目 1 年 次 2 年 次 総時間数

美 容 技 術 理 論 10 0 10

美 容 実 習 60 170 230

課 題 演 習 0 5 5

合　　　計 70 175 245
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別　表　4

通信課程通常コースの受験料，入学金，授業料，その他納付金

１学年

通　信　課　程　通　常　コ　ー　ス

受　　験　　料 17,000 円

入　　学　　金 １回　　62,000 円

設　　備　　費 １回　　210,000 円

授　　業　　料 220,000 円

　※　上記の他，教材費などの納付金があります。

２学年
通　信　課　程　通　常　コ　ー　ス

授　　業　　料 220,000 円

　※　上記の他，教材費などの納付金があります。

３学年
通　信　課　程　通　常　コ　ー　ス

授　　業　　料 220,000 円

　※　上記の他，教材費などの納付金があります。

　通信課程通常コースの納入金支払い方法

　（ 1学年）

　　　 •入学時納入金について

　　　　　　　　　　　入学した年の 9月に振込。

　（ 2学年）

　　　 • 2 期納入金について

　　　　　　　　　　　入学した翌年の 6月に振込。

　（ 3学年）

　　　 • 3 期納入金について

　　　　　　　　　　　入学した翌々年の 6月に振込。
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別　表　5

通信課程修得者コースの受験料，入学金，授業料，その他納付金

１学年

通　信　課　程　修　得　者　コ　ー　ス

受　　験　　料 17,000 円

入　　学　　金 １回　　62,000 円

設　　備　　費 １回　　164,000 円

授　　業　　料 250,000 円

　※　上記の他，教材費などの納付金があります。

２学年
通　信　課　程　修　得　者　コ　ー　ス

授　　業　　料 250,000 円

　※　上記の他，教材費などの納付金があります。

　通信課程修得者コースの納入金支払い方法

　（ 1学年）

　　　 •入学時納入金について

　　　　　　　　　　　入学した年の 9月に振込。

　（ 2学年）

　　　 • 2 期納入金について

　　　　　　　　　　　入学した翌年の 6月に振込。

－ 16 －



－ 17 －
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月曜日と金曜日において

は原則的に自由とする。

　本校の学生は常に校則を守り，学生たるの本分を尽くし，次に掲げる事項を自ら進んで実践しなけれ

ばならない。

※夏期は白のカッターシャツ， ズボン， 校内では上靴， 実習時間は白衣着用

※夏期は白のブラウス， スカート， 校内では上靴， 実習時間は白衣着用

⑴

⑵

⑶

⑷　授業課目に得意，不得意をつくらないこと。

⑸

⑴

⑵

⑶

⑷

⑴

⑵

⑶

⑴

⑵

⑶

⑷
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　　校舎，備品，器具を清潔，整理，整頓することを心がけ，器具は教職員の指示を受けて使用し，

使用後は必ず手入れを行い，員数を点検し，整頓して置くこと。

　　休憩時間中遠隔地への外出を禁ずる。止むを得ない事由により，外出を必要とするときは担任の

許可を得ること。

　　粗暴な言動を慎み，特に暴力行為はあってはならない。

　　掃除当番は，掃除終了後担任の点検を受けること。

　　必要以外の金銭，不相応な物品を所持しないこと。携帯電話は授業の邪魔にならないようにする

こと。

　　金銭の貸借はしないこと。

　　次の場合には事前に又は事後速やかに届け出ること。

　　　欠席，早退，忌引

　　　つぎの書類を添えて提出すること。

病気欠席の場合は医師の診断書もしくは，病気欠席であることが証明される書類等。

①

②

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

⒀

⒁

⑴

⑵

⑶

⑴

－ 22 －



①　父母の場合は７日間

②　祖父母，兄弟姉妹の場合は３日間

③　おじ，おば，甥，姪，曾祖父母の場合は１日間

　　夜間外出の際は，店舗責任者または保護者の許可を受けること。

　　学生は，暴力行為に及んではならない。

③

④

⑤

⑴

⑵

⑶

⑴

⑵

⑶

⑴

⑵

⑶

⑵
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